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日 時  平成２７年５月１８日（月）午後２時００分から(午後２時５５分終了) 

場 所  区役所１２階 １２３会議室 

 

 

１．開会 

２．区長あいさつ 

３．委員の紹介【資料１】 

４．会長・副会長の選出について【資料１】【資料２】 

５．運営協議会の役割について【資料３】 

６．サービス部会の設置について【資料２】【資料３】 

７．その他報告事項【資料４】【資料５】【資料６】【その他】 

８．閉会 

 

【配布資料】 

【資料１】平成２７年度墨田区介護保険事業運営協議会委員名簿 

     平成２７年度介護保険地域密着型サービス運営委員会委員名簿 

     平成２７年度地域包括支援センター運営協議会委員名簿 

【資料２】墨田区介護保険事業運営協議会設置要綱 

墨田区介護保険地域密着型サービス運営委員会設置要綱 

墨田区地域包括支援センター運営協議会設置要綱 

【資料３】墨田区介護保険事業運営協議会所掌事項 

【資料４】平成２７年度運営協議会等開催予定 

【資料５】墨田区介護保険事業の概要 

【資料６】第５回墨田区介護保険事業運営協議会議事要旨 

【その他】墨田区高齢者福祉総合計画・第６期介護保険事業計画 

 

 

 

 

 

第１回墨田区介護保険事業運営協議会 

議事要旨 
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第１回墨田区介護保険事業運営協議会 出席者 

氏   名 所       属 出欠 

◎ 和気 康太 明治学院大学教授 出 

○ 鏡 諭 淑徳大学教授 出 

 小西 啓文 明治大学教授 出 

 石川 幹夫 墨田区医師会 欠 

 松田 浩 本所歯科医師会 出 

 北總 光生 向島歯科医師会 出 

 関谷 恒子 墨田区薬剤師会 出 

 堀田 富士子 東京都リハビリテーション病院 出 

 古畑 元資 東京都柔道整復師会墨田支部 出 

 鎌形 由美子 墨田区民生委員・児童委員協議会 出 

 久保 孝之 墨田区社会福祉事業団 欠 

 深野 紀幸 墨田区社会福祉協議会 出 

 丹沢 正伸 墨田区特別養護老人ホーム施設長会 出 

 山﨑 寛司 すみだ福祉サービス権利擁護センター 出 

○ 安藤 朝規 弁護士（墨田区法律相談員） 出 

 荘司 康男 墨田区障害者団体連合会 欠 

 沼田 典之 墨田区老人クラブ連合会 欠 

 北村 嘉津美 町会・自治会 出 

 及川 栄子 墨田区介護相談員 出 

 濱田 康子 すみだケアマネージャー連絡会 出 

 青柳 吉季 墨田区訪問介護事業者連絡会 出 

 秋山 純子 グループホーム等管理者連絡会 出 

 加藤 みさ子 介護保険サービス利用者 出 

 佐藤 和信 第１号被保険者 出 

 伊藤 典子 第２号被保険者 出 

 高野 祐次 墨田区企画経営室長 出 

 北村 淳子 墨田区保健衛生担当部長 出 

 大滝 信一 墨田区福祉保健部長 出 

 ◎ 会長  ○ 副会長    
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事務局出席者 栗林 行雄 介護保険課長 

 福田 純子 高齢者福祉課長 

 蒲生 貴弘 介護保険課管理・計画担当主査 

 遠藤  徹 介護保険課給付・事業者指導担当主査 

 田中 由明 高齢者福祉課地域支援係長 

 石井 一枝 介護保険課管理・計画担当主事 

 生稲 慶子 介護保険課管理・計画担当主事 

 鈴木 伸司 介護保険課管理・計画担当主事 

 伊草 孝志 介護保険課管理・計画担当主事 

 江上 寿恭 高齢者福祉課地域支援係主事 

 高尾 なぎさ 高齢者福祉課地域支援係主事 
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１．開会 

（事務局） 定刻になったので、墨田区介護保険事業運営協議会を開催す

る。開催するにあたりお願いしたいことがある。１つは、議事

録作成のため、この会議を録音することについて了承をお願い

したい。また、傍聴希望者がいるので、入室することについて

了解をお願いしたい。 

それでは、第１回墨田区介護保険事業運営協議会を開催する。

開会に先立ち山本亨墨田区長からあいさつをさせていただく。 

 

２．区長のあいさつ 

（区長）  本日は、お忙しいところ第１回墨田区介護保険事業運営協議 

会に出席いただき感謝する。本来ならば、１人１人に委嘱状を 

手渡しするところだが、時間の都合等で机上配布させていただ 

いた。了承いただきたい。 

委員の中には、「地域密着型サービス運営委員会」と「地域包 

括支援センター運営協議会」の委員も合わせて引き受けていた

だいた方もいる。重ねて感謝する。 

介護保険制度は、高齢者の生活を支える制度として、発足か

ら１５年が経過した。本区においても、制度の発足以来、高齢

者人口の増加に加え、区民の理解も深まってきた中で、介護サ

ービスの利用者も大変増えてきている。１０年後の平成３７年

には、いわゆる「団塊の世代」が７５歳以上になり、後期高齢

者となることから、今後も、医療を必要とする高齢者や重度の

要介護者の増加とともに、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯の

増加も想定される。 

これらを踏まえ、本区では昨年度、この運営協議会において

議論いただき、「高齢者福祉総合計画」及び「第６期介護保険事

業計画」を定めたところである。今後３年間の高齢者福祉施策

の方向性や取り組むべき事業内容を示させていただいている。 

高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で可能な限

り継続して生活ができるよう地域包括ケアシステムの構築や医

療と介護の連携強化、認知症高齢者への支援の充実、また、平

成２８年度からは総合事業の実施など、引き続き高齢者の生活

を支える多様なサービスを充実させる取り組みをしっかりやっ

ていかなければならないと考えている。ぜひ今後とも墨田区の

高齢者福祉施策の充実に尽力いただくよう改めてお願いした

い。 

（事務局）  区長はこの後、所用が入っているので退席させていただく。 

  

 －区長 退席－ 

  

（事務局） 今回は、第１回目の協議会のため、会長が選出されるまで、

事務局として介護保険課長が進行を務める。 

会議に先立ち、事務局から配布資料の確認を行う。      

  

－事務局から資料の確認－ 
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３．委員の紹介  

 ・平成２７年度墨田区介護保険事業運営協議会委員名簿 

  平成２７年度墨田区介護保険地域密着型サービス運営委員会委員名簿 

  平成２７年度墨田区地域包括支援センター運営協議会委員名簿   【資料１】 

（事務局） 本日は、墨田区介護保険事業運営協議会委員の委嘱式のほか、

墨田区地域密着型サービス運営委員会委員及び墨田区地域包括

支援センター運営協議会委員の委嘱式を併せて執り行う。委嘱

状を机上配布しているので確認いただきたい。 

それでは、委員を紹介する。今回は、介護保険運営協議会委

員２５名、地域密着型サービス運営委員会委員１１名、及び地

域包括支援センター運営協議会委員１６名の延べ５２名に就任

をお願いした。実人数で言うと、前回の協議会から引き続きお

願いした委員が１９名、新たな委員が９名の合計２８名となっ

ている。 

所属、氏名を読み上げるので、起立いただき、一言お願いす

る。 

  

－和気委員から席順で紹介－ 

 

（事務局） 引き続き、事務局を紹介する。 

  

 －介護保険課長、高齢者福祉課長、 

介護保険課担当者、高齢者福祉課担当者の順で自己紹介－ 

 

４．会長・副会長の選出 

・墨田区介護保険事業運営協議会に関する要綱【資料２】 

（事務局） 墨田区介護保険事業運営協議会に関する要綱第５条第２項に

より選出を行う。なお、「墨田区地域密着型サービス運営委員

会」と「墨田区地域包括支援センター運営協議会」の会長、副

会長の選出については、それぞれの第 1 回会合開催時に選出さ

せていただきたい。 

本日は、墨田区介護保険事業運営協議会会長を、委員の中か

ら 1名互選することで、お願いしたい。どなたか推薦はないか。 

（Ａ委員）  和気委員を推薦する。 

（事務局）  和気委員との声があったので、和気委員に会長をお願いした

いと思うがどうか。 

    －委員から異議なしの声－ 

（事務局）  委員の同意を得たので、和気委員にお願いしたい。それでは、

和気委員から会長就任のあいさつをお願いしたい。 

（会長）  推薦をいただいたので、よろしくお願いする。墨田区民では

ないが、前期縁があり、墨田区で仕事をさせていただいた。３

年間勉強させていただき、少しずつだが墨田区のことがわかっ

てきたと感じている。「継続は力なり」というが、推薦をいただ

いたので、より一層墨田区への理解を深め、私なりに貢献でき
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ればと思う。 

先ほど区長から、高齢者がいきいきと安心して暮らせる満足

度の高い墨田区を作っていきたいとの話があったが、自分も微

力ながら協力できればと思っている。 

 福祉の社会も人の繋がりが大事だと思う。会議では横の繋が

りをもって、墨田区の高齢者福祉を推進していければと思う。 

（事務局） 会長が選出されたので、今後の議事進行は会長にお願いした

い。副会長の指名からよろしくお願いしたい。 

（会長）  それでは、私のほうで議事の進行をさせていただく。まず、

副会長の指名だが、安藤委員と鏡委員にお願いしたい｡ 

     －委員から異議なしの声－ 

（会長） 委員の同意を得たので、安藤委員と鏡委員に副会長を引き受

けていただき、二人に一言あいさつをお願いしたい。まず、安

藤委員、あいさつをお願いする。 

（副会長） 私が委員になって、今年で７年目になる。この間を通じて、

墨田区の介護に関するいろいろな努力により、ようやく今まで

作ってきた基礎的な部分、特に介護と医療の連携という重要な

課題について具体化しつつあると感じている。 

今、第６期事業計画を実現化しようという重大な局面を迎え

ている。これまでに培ってきた経験を生かして、この計画の中

身がより良いものになるよう私なりに力を尽くしていきたいと

思う。よろしくお願いする。 

（会長）  続いて、鏡委員挨拶をお願いしたい。 

（副会長） この協議会には、前期から関わらせていただいている。本来

であれば、今年は第６期事業計画が出来上がった後で、一段落

というところだが、墨田区では、平成２８年度から新しい総合

事業を立ち上げることになっている。そういう意味で、この１

年間は大変重要なものになると認識している。 

介護保険料の全国平均は５，５１４円で、墨田区は全国平均

より若干低いが、本来の保険料は５，７００円を超えている。 

前期基金の取崩しによって、低くなっているということである。 

新しい総合事業については、利用者も不安に思っているだろ

うし、事業者もどのような作りになるのか注目をしていると思

う。  

ぜひこの会議の中で、意見を交わしながら、区民の皆さんが

信頼できるような制度づくりに努めていきたいと考えている。 

この協議会の他にも、「墨田区地域密着型サービス運営委員

会」と「墨田区地域包括支援センター運営協議会」にも参加さ

せていただくので、皆さんの協力をいただきながら、努力して

いきたい。 

 

５．運営協議会の役割について  

 ・墨田区介護保険事業運営協議会所掌事項【資料３】 

（会長） 会議次第に従い、議事を進行する。運営協議会の役割等につ

いて、事務局より説明をお願いする。 

  －事務局から運営協議会の役割について【資料３】の説明－ 
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６．サービス部会の設置について 

・墨田区介護保険事業運営協議会所掌事項【資料３】 

（会長） サービス部会の設置について、事務局より説明をお願いする。 

 －サービス部会について資料配布－ 

 －事務局からサービス部会の設置について【資料３】の説明－ 

（会長） 事務局から説明のあったとおり、設置について同意をいただ

けるか。 

      －委員から異議なしの声－ 

（会長） 同意をいただいたので、サービス部会のメンバーについて、

事務局から案の説明をお願いする。 

（事務局） サービス部会のメンバーについては、学識経験者、医療保健

関係者、福祉関係者、区内関係団体、介護事業関係者、区民代

表、行政代表から１０名を選ばせていただいた。この中から部

会長、副部会長を選出いただくようお願いしたい。 

（会長） 特に意義がなければ、事務局案のとおり、サービス部会につ

いて、よろしくお願いしたい。 

次に、サービス部会長及び副部会長の選出を行いたい。手元

の資料２、協議会設置要綱の第７条の２項により、協議会会長

の指名ということになっているので、部会長を安藤委員に、副

部会長を小西委員にお願いしたいと思うがいかがか。 

      －委員から異議なしの声－ 

（会長） 同意を得られたので、二人にお願いしたい。具体的な今後の

開催日程等については、部会長、副部会長と事務局で調整して

いただけたらと思う。それでは、副部会長の小西委員からあい

さつをお願いしたい。 

（副部会長） 若輩者でどのような貢献ができるか疑問なところもあるが、

頑張りたいと思うので、よろしくお願いしたい。 

 

７．その他の報告事項 

（会長） 事務局からの報告事項をお願いしたい。 

 －事務局から平成２７年度運営協議会等開催予定【資料４】、

墨田区介護保険事業の概要【資料５】、第５回墨田区介護保険事

業運営協議会議事要旨【資料６】、墨田区高齢者福祉総合計画・

第６期介護保険事業計画【その他】の説明－ 

（会長） 資料４からその他までの説明をいただいたが、ここまでの議

題で何か質問があるか。 

（Ｂ委員） 資料５の７．介護サービス受給者数に関して、1か月分の数字

ということか。例えば、（３）施設サービスの第２号被保険者が

１６人というのは少ないように感じるが、どのようにして出し

た数字か。 

（事務局）  平成２７年 1 月の 1 か月間に利用した人数である。第２号被

保険者は４０～６５歳なので、それほど多くないということで

ある。 

（Ｂ委員） これほど極端に少ないのか。他区と比べるとどうか。 
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（事務局）  次回までに確認しておく。 

（会長）  要介護（支援）認定者数サービスの受給者数が、第２号被保

険者は２６６人いるのに対し、地域密着型サービスの受給者数

は１０人、施設サービスは１６人しかいない。近隣区とも比較

してほしい。 

（事務局）  近隣区にも確認し、次回報告する。 

（Ｃ委員）  第１号被保険者が約５９，０００人いて、サービス受給者が

９，２６７人となっている。、約６分の１ほどが対象となってい

るが、他区と比較してどうなのか調べてほしい。 

（事務局） 確認する。 

（会長）  要介護（支援）認定者が１０，８６３人いて、サービスの受

給者数の合計が９，４６６人となっている。単純に計算すると、

認定を受けているが、サービスを受けていない人が１，０００

人以上いることになる。 

 要介護の認定を受けて介護サービスの申請をしない人はどの

ように介護をしているのか、介護度の重い人たちはどうしてい

るのか、家族で介護しているのかわかれば調べてほしい。 

（Ｄ委員）  先ほどの第２号被保険者の介護サービス受給者数について、

生活保護を受けている人も対象に入っているのか調べてほし

い。 

（事務局）  あわせて確認する。 

（会長）  墨田区高齢者福祉総合計画・第６期介護保険事業計画の計画

書が出来上がった。次回までに目を通しておいていただければ

と思う。 

 

８．その他 

（会長） 以上で、第１回介護保険事業運営協議会を閉会する。 

 


